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共通仮設として計上している汚濁防止枠の寸法
は、土木施工単価（２５年秋号）に示された標準
的な１４ｍ×１４ｍ級を採用していますが、実施
工において、適切に汚濁防止が図れ、同等の効果
が発現される資機材を使用する場合、枠寸法等の
規格は受注者の任意となります。

発注時点では、作業時の水深程度の丈長が必要に
なると考えており、丈長6.0mのカーテンを計上し
ていますが、起工測量における現地の水深に応じ
て変更することとしたいので、監督員と協議して
ください。

内港３号岸壁の浚渫について

上記の汚濁防止枠について、（設計水深－６．４
ｍの確保）とされていますが、カーテンの長さは
何メートルを予定すればよろしいでしょうか。

令和７年１１月１７日

境港管理組合港湾管理委員会事務局長

外港竹内南地区公共マリーナ泊地（－３．０ｍ）外埋没対策工事（浚渫工）の質問回答書につい
て（通知）

  このことについて、入札閲覧設計書に関する質問回答等取扱要領に基づき、下記のとおり通知しま
す。

記

入札閲覧設計書に関する質問回答書－001

外港竹内南地区公共マリーナ泊地（－３．０ｍ）外埋没対策工事（浚渫
工）

令和７年１２月９日(火)

令和７年１１月１４日(金)

質問事項

内港３号岸壁の浚渫について

共通仮設の水質汚濁防止に使用する汚濁防止枠の
サイズが（枠寸法１４ｍ×１４ｍ）と明記されて
います。

弊社所有の汚濁防止枠は添付しました図面のとお
り（枠寸法１１．７ｍ×１１．７ｍ）です。

このサイズの汚濁防止枠の使用は認められますで
しょうか。


